
議案第３７号  

羽生市子ども・子育て支援会議条例の一部を改正する

条例  

羽生市子ども・子育て支援会議条例（平成２５年条例第３６号）の

一部を次のように改正する。  

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては

「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

（１）  改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するとき

は、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。  

（２）  改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。  

（３）  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改  正  後  改  正  前  

（設置）  （設置）  

第１条  子ども・子育て支援法（平成

２４年法律第６５号。以下「法」と

いう。）第７２条第１項及び児童福

祉法（昭和２２年法律第１６４号）

第８条第３項の規定に基づき、羽生

市 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 会 議 （ 以 下

「支援会議」という。）を置く。  

第１条  子ども・子育て支援法（平成

２４年法律第６５号。以下「法」と

いう。）第７２条第１項の規定に基

づき、羽生市子ども・子育て支援会

議（以下「支援会議」という。）を

置く。  

   

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、公布の日から施行する。  

（羽生市児童福祉審議会条例の廃止）  

２  羽生市児童福祉審議会条例（平成１２年条例第６号）は、廃止す

る。  

（羽生市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部改正）  

３  羽生市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する



 

条例（昭和３１年条例第３２号）の一部を次のように改正する。  

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては

「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

（１）  改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在すると

きは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。  

（２）  改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。  

（３）  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改  正  後  改  正  前  

別表（第１条関係）  別表（第１条関係）  

職名  区分  報酬の額  旅費

の額  

教育委員会

～水道事業

運営審議会  

 

 

 

 

 

（略） （ 略 ） （略） 

羽生市子ど

も・子育て

支援会議～

羽生市男女

共同参画審

議会  

（略） （ 略 ） 

 

職名  区分  報酬の額  旅費

の額  

教 育 委 員 会

～ 水 道 事 業

運 営 審 議 会  

（略） （ 略 ） （略） 

羽 生

市 児

童 福

祉 審

議 会  

会長  日額  ７，５００

円  

委員  日額  ６，７００

円  

羽 生 市 子 ど

も ・ 子 育 て

支 援 会 議 ～

羽 生 市 男 女

共 同 参 画 審

議会  

（略） （ 略 ） 

 

備考  （略）  備考  （略）  

  

（羽生市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部改正）  

４  羽生市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例（平成２６年条例第２１号）の一部を次のように改正する。  

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては

「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）



 

については、次のとおりとする。  

（１）  改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在すると

きは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。  

（２）  改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。  

（３）  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改  正  後  改  正  前  

（最低基準の向上）  （最低基準の向上）  

第４条  市長は、羽生市子ども・子育

て支援会議条例（平成２５年条例第

３６号）第１条に規定する羽生市子

ど も ・ 子 育 て 支 援 会 議 の 意 見 を 聴

き、その監督に属する放課後児童健

全育成事業を行う者（以下「放課後

児童健全育成事業者」という。）に

対し最低基準を超えて、その設備及

び運営を向上させるように勧告する

ことができる。  

第４条  市長は、羽生市児童福祉審議

会条例（平成１２年条例第６号）第

１条に規定する羽生市児童福祉審議

会の意見を聴き、その監督に属する

放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 を 行 う 者

（ 以 下 「 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業

者」という。）に対し、最低基準を

超えて、その設備及び運営を向上さ

せるように勧告することができる。  

２  （略）  ２  （略）  

  

（羽生市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部改正）  

５  羽生市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例（令和７年条例第３７号）の一部を次のように改正する。  

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては

「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

（１）  改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在すると

きは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。  

（２）  改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。  

（３）  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改  正  後  改  正  前  

（最低基準の向上）  （最低基準の向上）  

第３条  市長は、羽生市子ども・子育 第３条  市長は、羽生市児童福祉審議



 

て支援会議条例（平成２５年条例第

３６号）第１条に規定する羽生市子

ど も ・ 子 育 て 支 援 会 議 の 意 見 を 聴

き 、 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 を 行 う 者

（以下「乳児等通園支援事業者」と

いう。）に対し最低基準を超えて、

その設備及び運営を向上させるよう

に勧告することができる。  

会条例（平成１２年条例第６号）第

２条に規定する羽生市児童福祉審議

会の意見を聴き、乳児等通園支援事

業を行う者（以下「乳児等通園支援

事業者」という。）に対し最低基準

を超えて、その設備及び運営を向上

さ せ る よ う に 勧 告 す る こ と が で き

る。  

２  （略）  ２  （略）  

  

令和８年７月２日提出  

埼玉県羽生市長  斎  藤  万紀子    


